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相続登記の申請が義務化
　４月１日から相続登記の申請が義務化されます。　

　４月１日以前の相続でも、土地・建物の相続登記がされてい

ないものは義務化の対象になります。今のうちから、相続した

土地・建物の相続登記をしましょう！

　詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。「法務省　

所有者不明」で検索！

※正当な理由がなく義務に違反した場合、１０万円以下の過料

が科されることがあります。

　

児童手当の手続きについて
　３月、４月は異動の時期です。１５歳未満の子どもを養育し

ている方で下記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続きを

行いましょう。

■受給資格がなくなる方

　・軽米町から他の市町村へ引越しする方

　・公務員になる方

■受給資格を得る方

　・他の市町村から軽米町へ引越しする方

　・公務員を退職された方

※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となりま

す。

※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほか

に、所属庁への手続きも必要となります。

【問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)

　

軽米町育英資金貸与生を募集します
■対象（すべてに該当する方）

　①町内に居住する方の子であること

　②高等学校、大学または修学期間１年以上の各種専門学校等

　に在学していること

　※令和６年４月に入学する方を含みます。

　③経済的理由により修学が困難と認められること

■貸与月額

区　　分 貸与月額

大学またはこれと同程度の学校

（短期大学及び各種専門学校等の修学期間１年

以上の学校含む）

５１，０００円以内

高等専門学校 ３０，０００円以内

高等学校等 １５，０００円以内

■返済について

　卒業の１年後から、最長１５年以内で返済していただきま

す。（無利子）

■募集期間

　４月１日（月）～４月３０日（火）

※提出書類等の詳細は、町ホームページをご覧ください。

【申込み、問い合わせ先】

　教育委員会事務局・教育総務担当(☎４６－４７４３)

　

３月分の水道料金について
　３月分の水道検針は、２月末の大雪により水道メーターの確

認が難しい状況となっています。

　ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださるようお願いし

ます。

・３月分の使用水量は、過去３か月の平均値で計算します。

・過不足は、４月分で調整しますのでご了承ください。

・３月分の検針票は、はがきで郵送します。

【問い合わせ先】　水道事業所(☎４６－４７４２)

　

「パークゴルフ場」
シーズン券のご案内

　ハートフル・スポーツランド「パークゴルフ場」のシーズン

券の申込みの受付を行いますので、ぜひご利用ください。

■申込方法　

　電話で「氏名、市町村、連絡先」をお伝えください。

　※オープン後はパークゴルフ場での受付も行います。

■受付時間　９：００～１７：００（土日祝日を除く）

■料　　金　　　

　一般・学生：５，０００円　　児童・生徒：１，０００円

　シーズン券の受け渡しは、開園後にパークゴルフ場受付にて

料金と引き換えで行います。ハートフル・スポーツランドのオ

ープンは、４月１６日（火）の予定ですが、天候等により遅れ

る場合がありますので、ご了承ください。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当（☎４６－４７４４）

　

相続に関するセミナーを開催します
■日時　３月２６日（火）　１０：００～１１：００

■場所　二戸広域観光物産センター

　　　　カシオペアメッセ・なにゃーと　３階会議室

※詳しくは下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。

■申込締切　３月１９日（火）

【問い合わせ先】第一生命保険(株)　二戸サテライトオフィス

　　　　　　　　担当：圃田、木戸

　　　　　　　 （☎０５０－３７８２－０８１４）
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スマートフォン無料体験会を
開催します

　通信キャリア各社では、順次３Ｇ電波サービスの終了（停

波）を予定しています。

　軽米町では、３Ｇ電波利用のガラケー（折りたたみ携帯電

話）をお持ちの人を対象に、無料体験会を開催します。

■対象者 

　３Ｇガラケー利用の方（ご家族同席も可能です）

■定　員　各回１０人（先着順）

■開催日　３月１９日（火）

　[第１回]１０：００～　　残り６名

　[第２回]１３：００～　　残り１０名  　

※事前予約制となっておりますので、ご都合の良い時間帯を３

月１８日までにご予約ください。

■場所　かるまい文化交流センター宇漢米館　第２会議室

■内容

　・３Ｇ電波サービスの終了について

　・スマートフォン操作の体験

　・機種やプランの紹介

■参加料　無料

■持ち物　筆記用具

■申込先

　下記申込み・問い合わせ先から申込みください。

　お申込みの際に①お名前、②住所、③電話番号、④参加希望

時間についてお知らせください。　

【申込み・問い合わせ先】

　総務課・総務担当(☎４６－４７３８)

　　　　　　　　　(ＦＡＸ４６－２３３５)

　

eスポーツ無料体験会を
開催します

　町では、認知症予防などの効果が期待されているｅスポーツ

の無料体験会を開催します。

■対 象 者　　　　

　どなたでも参加できます。

■定 　 員　１０名

■開 催 日　３月１９日（火）１５：００～　(９０分程度)

■開催場所　かるまい文化交流センター１階　第２会議室

■内 容

　①概要、ルールなどの紹介

　②簡単なパズルゲーム、スポーツゲーム、脳トレなどを体験

　できます。

■参 加 料　　無料

■申込み先

　下記申込み・問い合わせ先から申込みください。

　お申し込みの際に①お名前、②住所、③電話番号についてお

知らせください。

【申込み・問い合わせ先】

　総務課・総務担当(☎４６－４７３８)

　　　　　　　　　(ＦＡＸ４６－２３３５)

　

第７期軽米町障がい福祉計画
及び第３期障がい児福祉計画

（素案） に係るパブリックコメントを
募集します

　町では、「第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計

画（素案）」を策定しました。この計画は、障がい福祉サービ

スや障がい児通所支援等の提供に関する体制づくりやサービス

等の確保の取組などを定める計画です。この計画を策定するに

あたり、町民の皆様の意見を広く求めるために下記のとおりパ

ブリックコメントを実施しています。

■パブリックコメントの期間

　３月８日（金）～３月２２日（金）

■計画（素案）公開場所　

　役場１階町民ホール、晴山出張所・小軽米出張所、軽米町ホ

ームページ

■意見の提出方法

　氏名・住所を記載の上、下記提出先に提出してください。

　意見書用紙は計画（素案）公開場所またはホームページに掲

載しています。

【提出・問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当あて郵送またはメール、ＦＡＸ

　（☎４６－４７３６）（ＦＡＸ４８－１０６１）

　（アドレス：kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp ）

　

　

軽米児童クラブ入所児童を
募集します

　学校の授業終了後、安全な生活や遊びの指導、遊びの提供の

場として「軽米児童クラブ」を設置しています。

　令和６年度の入所児童を次のとおり募集しますので、希望さ

れる方はお申し込みください。

■場　所　

　町農村勤労福祉センター（町民体育館となり）

　３月１６日（土）より、旧軽米幼稚園へ移転予定です。

■時　間　

　平日　放課後～１８：３０まで

　学校休業日　７：３０～１８：３０まで

■保育料　

　１人月額５，０００円（軽減制度あり）

※その他おやつ代月額５００円、スポーツ安全保険８００円

（入所時のみ）を負担いただきます。

■休所日　日曜日、祝祭日、１２月２９日～１月３日

■対象児童　

　町内の小学校１年生～６年生で、日中に保護者の方が不在に

なる児童

■申込方法

　健康福祉課または軽米児童クラブに印鑑をご持参のうえ、申

込みください。

小軽米・晴山小学校⇒⇒軽米児童クラブ

　児童の送迎サービスを実施しています

　小軽米、晴山小学校の児童で、軽米児童クラブの利用を希望す

る場合、平日の放課後について各小学校から軽米児童クラブまで

送迎を行います。

　平日の帰宅時と学校休業日の朝夕の送迎は、保護者の皆様でお

願いします。

【申込み・問い合わせ先】

　健康福祉課・福祉担当(☎４６－４７３６)


